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南海トラフ地震とは
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南海トラフとは

駿河湾から遠州灘、熊野灘、紀伊半島の南側の海域及び土
佐湾を経て日向灘沖までのフィリピン海プレート及びユー
ラシアプレートが接する海底の溝状の地形を形成する区域
を「南海トラフ」といいます。



4「南海トラフの地震活動の長期評価（第二版）」（地震調査研究推進本部）

過去に発生した南海トラフ地震



南海トラフ地震の想定震源断層域

強震断層域
強い地震の揺れを
もたらす領域

津波地震を
検討する領域

地震の強い揺れは発生しな
いが、津波が発生する領域

南海トラフの巨
大地震
（強震断層域）

南海トラフの巨
大地震
（津波断層域）

(参考）
2011年東北地方太
平洋沖地震

面積 約11万km2 約14万km2 約10万km2

モーメントマグ
ニチュードMw

9.0 9.1 9.0 (気象庁）

内閣府「南海トラフの巨大地震モデル検討会」資料より
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南海トラフ地震の多様性

昭和東南海地震
（1944年12月7日）

Ｍ８.２

昭和南海地震
（1946年12月21日）

Ｍ８.４

東側で地震が発生、約２年後に西側でも地震

安政東海地震
（1854年12月23日）

Ｍ８.６

安政南海地震
（1854年12月24日）

Ｍ８.７

宝永地震
（1707年10月28日）

Ｍ８.９

一度に東側でも西側でも地震が発生

東側で地震が発生、約32時間後に西側でも地震
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想定される被害
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南海トラフ巨大地震※の想定震源域
※科学的に想定しうる最大規模の南海トラフ地震

南海トラフ巨大地震の想定震度分布

※強震波形４ケースと経験的手法の震度の最大値の分布（南海トラフの巨大地震による津波高・浸水域等（第二次報告）（内閣府）より） 8



※「四国」に「大すべり域＋超大すべり」域を設定した場合の津波高分布図（満潮時）
（南海トラフの巨大地震による津波高・浸水域等（第二次報告）（内閣府）より）

南海トラフ巨大地震の津波の高さ分布
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小笠原諸島南西諸島



想定される震度分布 想定される津波の高さ分布

南海トラフ巨大地震の揺れの強さや津波の高さ
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※強震波形４ケースと経験的手法の震度の最大値の分布（南海トラフ
の巨大地震による津波高・浸水域等（第二次報告）（内閣府）より）

※「四国沖」に「大すべり域＋超大すべり」域を設定した
場合の津波高分布図（満潮時）
（南海トラフの巨大地震による津波高・浸水域等（第二次報告）
（内閣府）より）

黒潮町：内閣府想定
で全国最大34m



■震度分布、津波高
・震度７：127市町村
・最大津波高10ｍ以上：79市町村

■死者・行方不明者数、全壊焼失棟数

・約32万3000人（冬・深夜に発生）
・約238万6000棟（冬・夕方に発生）

■ライフライン、インフラ被害
・電力： 停電件数 約2710万軒
・通信： 不通回線数 約930万回線等

■生活への影響
・避難者数： 約950万人
・食糧不足： 約3200万食（３日間）等

■経済被害
・資産等の被害 ： 約169.5兆円
・経済活動への影響： 約44.7兆円

建物被害・人的被害：平成24年８月
施設等の被害・経済被害：平成25年３月

南海トラフ巨大地震の被害想定

中央防災会議防災対策推進検討会議 南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ報告をもとに作成 11

想定地震の人的被害

※それぞれの数値については、被害が最大となるケースにおける値であり同一のケースではない。



南海トラフ地震に関する国の検討
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南海トラフ地震を巡る政府の対応（１）

平成28年６月〜平成29年９月
中央防災会議 南海トラフ沿いの地震観測・評価に基づく防災対応検討ワーキンググループ
現在の地震学的知見による大規模地震の予測可能性の再検討とそれを踏まえた南海トラ
フ沿いの観測・評価体制や防災対応の基本的な方向性について検討

平成30年3月〜１２月
中央防災会議 南海トラフ沿いの異常な現象への防災対応検討ワーキンググループ
防災対応の基本的な方向性に基づき、異常な現象が観測された場合の具体的な防災対
応の在り方や、防災対応を実行するに当たっての社会的な仕組み等について検討。

大規模地震対策特別措置法などの東海地震への防災体制を整えてから約40年が経過。
南海トラフ全体での巨大地震発生の可能性が高まる中で、東海地震予知にもとづく防
災体制の見直しと、南海トラフ巨大地震への防災対策の検討。

平成31年３月 「南海トラフ地震の多様な発生形態に備えた防災対応検討ガイドライン」を公表

令和元年５月 中央防災会議で「南海トラフ地震防災対策推進基本計画」の変更を決定
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南海トラフ地震を巡る政府の対応（２）

南海トラフ沿いの地震観測・評価に基づく防災対応検討ワーキンググループ
（平成28年６月〜平成29年９月）

○現時点においては、地震の発生時期や場所・規模を
確度高く予測する科学的に確立した手法はなく、大震
法に基づく現行の地震防災応急対策が前提としている
確度の高い地震の予測はできないため、大震法に基づ
く現行の地震防災応急対策は改める必要がある。

○一方で、現在の科学的知見を防災対応に活かしてい
くという視点は引き続き重要であり、南海トラフ沿い
で観測される異常な現象を評価し、どのような防災対
応を行うことが適切か、本ワーキンググループの検討
結果を踏まえて、地方公共団体や企業等と合意形成を
行いつつ検討していくことが必要である。

（地震の観測・予測等に関連する部分）
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南海トラフ地震を巡る政府の対応（３）

南海トラフ沿いの異常な現象への防災対応検討ワーキンググループ
（平成30年3月〜１２月）

南海トラフ地震発生の可能性が平常時と比べて相対的に高まっていると評価される典型
的な３つのケースについて、大規模地震発生の可能性、社会の状況、避難等の防災対応に
対する受忍の限度等を踏まえ、具体の防災対応の内容及び最も警戒する期間等の防災対
応のあり方等を整理

通常とは異なるゆっくりすべりが発生

防災対応をとるべき３つのケース 各ケースでの防災対応のあり方
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南海トラフ地震を巡る政府の対応（４）

南海トラフ地震の多様な発生形態に備えた防災対応検討ガイドライン
（平成31年３月作成、令和元年５月改訂）

○南海トラフ大規模地震の発生可能性が高まったと評価された場合に、地方
公共団体、指定公共機関、企業等が、とるべき防災対応を検討し、あらかじ
め計画としてとりまとめるために参考となる事項を記載
○南海トラフ地震防災対策推進地域内にある地方公共団体、指定公共機関、
不特定多数の者が利用する施設、危険物を取扱う施設等を管理又は運営する
者等が活用することを想定

【ガイドラインの構成】
■第１編：共通編
・地方公共団体、指定公共機関・特定の企業等に共通する基本的な考え方
・国が発表する情報の流れ
■第２編：住民編
・地方公共団体の検討手順等
■第３編：企業編
・指定公共機関、特定企業等の検討手順等

ガイドラインを参考に、各機関で防災対応の計画を作成。
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南海トラフ地震を巡る政府の対応（5）

南海トラフ地震防災対策推進基本計画

南海トラフ地震防災対策推進地域における法制度の体系
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地域の南海トラフ地震対策への気象台の貢献

国の基本計画 ガイドライン

新しい南海トラフ地震対策を
反映した地域防災計画の作成

市町村

気象台内に市町村との連携を強化するため
のチームを編成し、平時より以下の取組を実施。

●平時から「顔の見える関係」を構築
●地域の「我が事」感をもった防災力向上に直
結する取組
－ 地域に密着した日頃からの解説
－ 防災対応マニュアル等への助言
－ 気象や地震・津波・火山等の特性・災害リスクを共有
－ 実践的な研修・訓練 等

新しい計画作り 気象台の地域防災の取組強化

地域防災への貢献のために気象台の防災
業務の実施体制を順次強化（令和元年度
は関東甲信地方の気象台で実施）。

住民事前避難
対象地域？

巨大地震警
戒？巨大地震
注意？

南海トラ
フ地震臨
時情報？

地域の防災計画
作りに積極的に
参画

地元の地方気象台

「あなたの町の予報官」
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新しい防災対策・新しい情報

19



半割れ（大規模地震M8.0 以上 ）/被害甚大ケース M7.0以上
8.0未満

ゆっくりすべり/被害なしケース

一部割れ（前震可能性地震 ）/被害限定ケース

＜評価基準＞
・南海トラフの想定震源域内のプレート境界におい
てM8.0以上の地震が発生した場合 ＜評価基準＞

・南海トラフの想定震源域及びその周辺において
M7.0以上の地震が発生した場合（半割れケース
の場合を除く）

※通常
「30年以内に70～80％」

の確率を７日以内に換算す
ると千回に１回程度

７日以内に発生する頻度
は数百回に１回程度
（６事例／１４３７事
例）

通常の数倍程度の確率

７日以内に発生する頻度
は十数回に１回程度
（７事例／１０３事例）

通常の100倍程度の確率

＜評価基準＞
・ひずみ計等で有意な変化として捉えられる、短い
期間にプレート境界の固着状態が明らかに変化して
いるような通常とは異なるゆっくりすべりが観測さ
れた場合

※内閣府「南海トラフ地震の多様な発生形態に備えた防災対応検討ガイドライン【第１版】」より

防災対応をとるべき３つのケース

7日以内に発生する頻度は

10数回に1回程度

7日以内に発生する
頻度は

数百回に
1回程度
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住民の防災対応の流れ

プレート境界のM８以上の地震※１

発生直後 個々の状況に応じて防災対応を準備・開始

（最短）２時間
（※政府からの防災
対応呼びかけ後）

１週間

【沿岸域等の避難を前提とした防災対応】
・地震発生後、明らかに避難が完了できない地域の住民は避難
・地震発生後、間に合わない可能性のある要配慮者は避難
・それ以外の者は避難の準備を整え、個々の状況等に応じて自主
的避難

【それ以外の地域住民】
・日頃からの地震への備えを再確認する等警戒のレベルを上げる

２週間（※）

日頃からの地震への備えを再確認する等警戒のレベルを上げる
（必要に応じて自主的避難）

大規模地震
発生まで

大規模地震発生の可能性がなくなったわけではないことに留意しつ
つ、地震の発生に注意しながら通常の生活を行う

※２週間とは、避難を前提とした期間（１週間）＋警戒のレベルを上げることを中心とした期間（１週間）

「南海トラフ沿いの異常な現象への防災対応のあり方」（報告）をもとに作成

※1 南海トラフの想定震源域内のプレート境界においてM8.0以上
の地震が発生した場合（半割れケース） 上記は標準を示したものであり個々の状況に応じて変わるものである
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住民の防災対応の流れ

Ｍ７以上の地震※２ ゆっくりすべりケース※３

発生直後（＊） 個々の状況に応じて防災対応を準備・開始

（最短）
２時間

（※政府からの防災対
応呼びかけ後）

１週間

日頃からの地震への備えを再確認
する等警戒のレベルを上げる
（必要に応じて自主的避難）

日頃からの地震への備えを再確認
する等警戒のレベルを上げる

すべりが収まった
と評価されるまで

大規模地震発生の可能性がなく
なったわけではないことに留意しつ
つ、地震の発生に注意しながら通
常の生活を行う

大規模地震
発生まで

大規模地震発生の可能性がなく
なったわけではないことに留意しつ
つ、地震の発生に注意しながら通
常の生活を行う

上記は標準を示したものであり個々の状況に応じて変わるものである 「南海トラフ沿いの異常な現象への防災対応のあり方」（報告）をもとに作成

※2 南海トラフの想定震源域内のプレート境界においてM7.0以上、M8.0未満の地震が発生した場合、または南海トラフの想定震源
域内のプレート境界以外や想定震源域の海溝軸外側50km程度までの範囲でM7.0以上の地震が発生した場合（一部割れケース）

※3 ひずみ計等で有意な変化として捉えられる等、短い期間にプレート境界の固着状態が明らかに変化しているような通常とは異なるゆっくりす
べりが観測された場合（ゆっくりすべりケース）
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南海トラフ地震防災対策推進地域

事前避難対象地域

高齢者等事前
避難対象地域

住民事前
避難対象地域

最初の地震発生
から１週間

社会状況を踏まえ
て

日頃からの地震へ
の備えを再確認等

要配慮者のみ避難 全住民が避難

地震発生後
１週間から２週間

日頃からの地震へ
の備えを再確認等

日頃からの地震へ
の備えを再確認等

日頃からの地震へ
の備えを再確認等

地震発生後
２週間以降 通常の生活※ 通常の生活※ 通常の生活※

通常の生活までの住民の地域別対応

※大規模地震発生の可能性がなくなったわけではないことに留意しつつ、地震の発生に注意しながら通常の生活を行う

巨大地震警戒対応
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情報名 キーワード 情報発表条件

南海トラフ地震臨時情
報

調査中
観測された異常な現象が南海トラフ沿いの大規模な地震と関
連するかどうか調査を開始した場合、または調査を継続して
いる場合

巨大地震警戒 南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界において
M8.0以上の地震が発生したと評価した場合

巨大地震注意
南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界において
M7.0以上M8.0未満の地震や通常と異なるゆっくりすべりが
発生したと評価した場合等

調査終了 （巨大地震警戒）、（巨大地震注意）のいずれにも当てはま
らない現象と評価した場合

※本情報を発表していなくても、南海トラフ沿いの大規模地震が発生することがあります。

南海トラフ地震に関連する情報
気象庁は、南海トラフ全域を対象に地震発生の可能性の高まりについてお知らせするために、「南
海トラフ地震に関連する情報」（以下の２種類の情報）を発表します。

情報名 情報発表条件

南海トラフ地震関連解
説情報

○観測された異常な現象の調査結果を発表した後の状況の推移等を発表する
場合

○「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」の定例会合における調査結
果を発表する場合（ただし南海トラフ地震臨時情報を発表する場合を除
く）

◯南海トラフ地震臨時情報

◯南海トラフ地震関連解説情報
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※１ 南海トラフの想定震源域内のプレート境界においてM8.0以上の地震が発生した場合（半割れケース）
※２ 南海トラフの想定震源域内のプレート境界においてM7.0以上、M8.0未満の地震が発生した場合、または南海トラフの想定震源域内のプレート境界以外や想定震源域の海溝軸外側

50km程度までの範囲でM7.0以上の地震が発生した場合（一部割れケース）
※３ ひずみ計等で有意な変化として捉えられる等、短い期間にプレート境界の固着状態が明らかに変化しているような通常とは異なるゆっくりすべりが観測された場合（ゆっくりすべりケース）

5～30分後

（最短）
２時間後

１～２時間後

現象発生

※内閣府「南海トラフ地震の多様な発生形態に備えた防災対応検討ガイドライン【第１版】」の図に加筆・修正

南海トラフの想定震源域
またはその周辺で

M6. 8以上の地震が発生

南海トラフの想定震源域の
プレート境界面で

通常とは異なる
ゆっくりすべりが
発生した可能性

プレート境界の
M8以上の地震

（※1）

南海トラフ地震
臨時情報

（巨大地震警戒）

南海トラフ地震
臨時情報

（巨大地震注意）

気象庁が「南海トラフ地震臨時情報（調査中）」を発表

左の条件を
満たさない
場合

有識者からなる「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」を開催し
起こった現象を評価

南海トラフ地震
臨時情報
（調査終了）

M7以上の地
震（※2）

ゆっくりすべり
（※3）

南海トラフ地震臨時情報の情報発表までの流れ



南海トラフ地震発生の可能性を評価する有識者会合
南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会

【任務】

・南海トラフ地震の発生の可能性の平常時と比べた相対的な高まりについての評価・検討
・南海トラフ及びその周辺の地域における地殻活動と南海トラフ地震との関連性についての評価・検討
・南海トラフ地震に関して気象庁が行う施策に係る技術的助言

南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会の種類

定 例 平常時から観測データの状況を把握するため、原則、毎月１回開催

臨 時 観測データに異常が現れた場合に南海トラフ地震との関連性を緊急に評価

評価検討会（定例）の様子 平成31年1月10日撮影

評価検討会会長
（平田直 東京大学地震研究所教授）

気象庁国土地理院

定例の記者会見の様子 令和元年８月７日撮影
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命を守るために大事なこと
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■命を守る
家屋耐震化、家具・家電の固定、防火対策

■避難する
避難所・避難経路確認、地域の危険度把握

■情報を入手する
携帯電話・スマートフォン、携帯ラジオなど

■コミュニケーション
家族の集合場所・安否確認方法（災害用伝言ダ
イヤル・災害用伝言版）、防災訓練への参加
■避難生活
非常用持ち出し品と備蓄品の備え

事前の備え
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■まずは強い揺れから身を守る
・揺れを感じたり、緊急地震速報を見聞きした時は
第一に身の安全を確保する。
・「落ちてこない、倒れてこない、移動してこない」
場所に移動する。
・幼児や高齢者、障害者の行動をサポート

地震時の行動
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■揺れがおさまったら津波からの避難
・沿岸部や川沿いにいる人は、ただちに高台や避難
ビルなど安全な場所に避難。

■落ち着いて安全確保しながら避難

・火の元の確認、落下物やガラスの破片に注意する
など身の安全をはかりながら避難。


